
借金と多重債務　　Ⅲ-2 携帯電話やパソコンに請求メール　
不当・架空請求？Ⅳ-１

　有料情報提供サービス（サイトの利用）は「通信販売」に当たります。利用規約をよ

く読んでから契約（登録）するようにしてください。

　ネット契約では、事業者が注文確認画面などを設けて、消費者が注文を再確認した

り、訂正できる措置を取らなかった場合には、錯誤（操作ミスなど）による無効を主張

できると定めているので、突然登録された場合は、錯誤による無効を主張できます。

・「ヤミ金融」 法律に違反して超高金利で貸し付ける金融業者で、暴力的な取り立てにあう。
　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　金利　　トサン　１０日で３割　※10万円借りて10日で3万円の利息　
　　　　　　　　　　トロク　１０日で６割　など　　

保証人の責任 
　借金やクレジット契約に保証人になってと頼まれても安易に引き受けないこと。
　保証人は、借り手が返済しなかった場合に、代わって借金を支払わなければならない。
　特に連帯保証人は、借り手本人と同格とみなされ、本人に代わって請求を受ければ、拒むこと
はできない。

簡単に借金ができるけど、お金を貯めて、
欲しいものを買うことが基本です。

　消費者金融やクレジットの無計画な利用などで、借金が雪だるま式に増え、返済

できないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が社会問題となっています。

❶ 借金の金利について

　・ 消費者金融、クレジットカードのキャッシングは簡単に借りられる、しかし金利は高い。

　　　　　　利息制限法、貸金業法の上限金利　　 １０万円未満　　２０％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００万円未満　　１８％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００万円以上　　１５％

❷ 将来、借金をして高額なものを購入する場合もでてきます。

　まずは、計画的なお金の使い方を身につけ、お金を貯めることが基本です。

　※銀行が貸し付ける、用途が決まったローン（住宅ローン、教育ローン、マイカーローンなど）は比較的金利は低

　　いですが、高額なお金を借りることになります。　　　　　

❸ 多重債務者にならないために

　・ 借金返済のための借金は絶対にしてはいけません。速やかに相談窓口で解決方法を相談してください。

　　　　　　相談窓口：弁護士会、司法書士会、消費生活センター へ   

★高い金利　　消費者金融（サラ金）で１００万円（年利１５％）借りて、毎月２万５千円返済する場合　
　　　　　　　　４年８ヶ月かかり　　総額　約１３９万円を返済 　　　

おもしろそうなアダルトサイトだ、　
ちょっとだけ見よう「クリック」

登録完了、あなたの「個体識別番号」
を登録しました。入会金５，０００円を
３日以内に入金下さい

期日を過ぎると延滞金や、調査費も
一緒にこちらから回収に行きます。
 

メールだ、なんだろう？
「占いサイトの無料期間が
過ぎています。
退会手続きや相談はこち
らから」　

使った覚えはないけど
ちょっと確認してみよう
　　　　　「クリック」

退会請求金額  20,000０円　
○月○日までに振り込んで
下さい。

不当・架空請求は振り込み詐欺の一種です。

不当請求（アダルトサイト）
　・広告メールが届いたので試しにのぞいてみたら、突然登録になり、高額な登録料が請求された。

 

架空請求　
　・ 全く利用した覚えのない有料サイトの利用料金が請求された。

不当請求・架空請求にあったら
　・ 契約成立とはいえないので支払う必要はありません。無視してください。

　・ 相手に絶対連絡してはいけません。連絡することで相手に電話番号、メールアドレス

     　などの個人情報を教えることになり、さらに支払いをするように誘導されます。

　・ １度支払えば、多くの請求を受けるようになり、被害が大きくなります。

　・ パソコン上で請求画面が表示され削除出来ない場合は、ウィルスに感染させられてい

　　るので、システムの復元を自己責任で行ってください。

　　（「独立行政法人　情報処理推進機構（IPA）」のＨＰを参照）

Point
ポイント

Ⅳ
│
情
報
発
信

（知識）
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【相談例】　ネットで「低利で貸し付け」という広告を見た。
　　　　　　大手銀行と似た会社名で安心し、５万円を借りてしまったが、ヤミ金で、利息ばかり何度も払い、
　　　　　　取り立てが止まらない。　　

1 2 3

1 2 3 4



インターネットのトラブルⅣ-2 地球温暖化対策  ＣＯ２を減らす生活をしよう！Ⅴ-１
　私たちは電気や石油などのエネルギーを消費し、便利で快適な生活をしていますが、その結果、地球温暖化の原

因となる多くのＣＯ２を排出しています。

　生活の中でＣＯ２を減らすためには、身の回りの省エネが大事です。

❷ あなたの個人情報は大丈夫？　
　　　　　　
　個人情報を悪用した事件がおこっています。

　「ブログ」「プロフ」「ツイッター」など自己紹介や自己ＰＲを目的とした情報発信で安易に

個人情報（氏名、住所、メールアドレスなど）や写真を載せると、トラブルに巻き込まれること

があります。

　ネット上に自分の情報を公開したときから、不特定多数の人の目にさらされるということです。

　また、「無料占いサイト」「無料懸賞サイト」などを利用するため個人情報を入力することも同様です。ネット上

に安易に個人情報を入力しないよう、注意が必要です。

　出会い系サイトでは「うそ」や「なりすまし」が簡単にできます。そこには悪意を

持って「なりすます人」がいて、犯罪に巻き込まれるケースが跡を絶ちません。

　「お金をあげる」「利用料は私が払う」などの言葉を安易に信じてはいけません。

Point
ポイント

生活の中での省エネ対策　　　
① 電気の使い方で減らす　
　 →　日常生活に必要な電気の多くを作る火力発電所では、石油や石炭が利用されてい

　　　 ます。

　　・ 使っていないときに電源プラグをコンセントからこまめに抜き、

　　　 待機電力を減らす。

　　・ 冷房は２８℃以上、暖房は２０℃以下に設定する。

　　　　　　　  　・ 必要のない電灯は消す。

　　　　　　　  　・ 冷蔵庫にものを詰めすぎない。　　　　

　　　　　　　  　・ 洗濯はまとめてする。　など　　

②水道の使い方で減らす　
　 →　水道水の送水にはたくさんの電気が使われています。また、水をお湯に

　　　 するのにも、ガスや電気を使います。

　　・ シャワーは出しっぱなしにしないで、こまめに止める。

　　・ ふろのお湯を再利用する。　・ 水道の蛇口をきちんと閉める。   など

③エコドライブでガソリンや軽油の使用を減らす
　 →　ガソリンや軽油を自動車の燃料として使用するとＣＯ２が発生します。

　　・ やさしい発進（ふんわりアクセル）と早めのブレーキ（アクセルオフ）

　　・ アイドリングストップ　など

Point
ポイント

Ⅴ
│
環
境
に
配
慮
し
た
暮
ら
し

マイバッグをもち、
省包装の製品を選ぶ
　→１世帯あたり
　　　　　約58.0kg／年

冷房の設定温度を
27℃から28℃に上げる
　→１世帯あたり
　　　　　約12.7kg／年

暖房の設定温度を
21℃から20℃に下げる
　→１世帯あたり
　　　　　約22.2kg／年

家族全員がシャワーを
使う時間を１日１分減らす
　→１世帯あたり 
　　　　　約73.0kg／年

ＣＯ２の量ってどのくらい？
ＣＯ２  1ｇが  
　500㎖  ペットボトル 1本

（参考）１世帯あたりの家庭でのＣＯ２排出量は年間約5,000kg。　
　　　  ★杉の木１本のＣＯ２吸収量は14kg ／年です。　

　（杉の木1本） 　（杉の木1本半） 　（杉の木5本） 　（杉の木4本）
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フィッシング詐欺
　金融機関等を装い、メールで、銀行口座番号、クレジットカード番号、ＩＤ、パスワード、などの

個人情報を巧みに詐取する犯罪です。

　個人情報を入力させるようなメールを受信した場合は、メール本文にある「リンク先」をク

リックせず、送信元に確認するなど十分注意してください。

ＣＯ２ 排出量はこれだけ減らせる！（知識）

※メールのやりとりで相手を信用させ次から次にポイントサービスを使わせ、高額な利用料金を払わせる、いわゆ

　る「サクラ」を使ったと思われる詐欺です。

 「資産家です。お金をあげます」「○○円当選しました」「開業医です、メールの相手をしてもらえればお礼をさし

　あげます」などと誘ってくる例もあります。

❶ 出会い系サイトのトラブル　

1 無料の「ゲームサイト」か
ら「出会い系サイト」に
はいり、たくさんのメー
ルがくるようになった。

2 タレントのマネージャーか
ら、「タレントと友達になっ
て」とメール交換を誘って
きた。

3 タレントにメールを送り何度も会う
約束をするが、自分がサイト料金を
支払うだけで会えなかった。そのう
ち相手と連絡がつかなくなった。
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ごみの減量  買い物とごみでＣＯ２を減らすⅤ-2

買い物をするときは、環境への配慮を示すマークを確かめよう！

・ エコマーク 　生産から廃棄に渡る全体を通して環境への負荷が少な
　　　　　　　   いと認められた商品に表示

・ グリーンマーク　古紙を原則４０％以上原料に使用した製品に表示。トイレットペーパー、
　　　　　　　  　　ティッシュペーパーは１００％、コピー用紙、新聞紙は５０％以上

・ 牛乳パック再利用マーク　トイレットペーパーやティッシュペーパーなど牛乳パック 再利
　　　　　　　　　  用製品に表示

・ ペットボトルリサイクル推奨マーク　使用済みペットボトルからリサイクルされた衣料品、
　　　　　　　　　  繊維製品などに表示

　　　　　　　　　　　　　　

ごみの再生利用のためには、ごみの分別のルールを守ることが基本です。

分別の方法は居住する市町などにより異なっているので、住まいが変わったときは、

まず確認して、ルールを守って生活しましょう。

　わたしたちの日常の消費行動は、商品の生産・使用・廃棄を通して環境に負荷（影響）を与えています。環境のこ

とを考えて買い物をすることが大切です。

　ごみは、集める、燃やす、埋め立てるときにもＣＯ２を排出しています。また、レジ袋は、作る際にも、再生・廃棄

する際にもＣＯ２を排出しています。

Point
ポイント

環境を守る行動として、ごみを減量する取組「４つのＲ」でごみを減らす。

  Refuse（リフューズ） 
断る

ごみになるものを家庭の中に
持ち込まない。　

  Reduce（リデュース） 
減らす

ものを大切にし、ごみを出さな
い。増やさない。

  Reuse（リユース）
再使用

使えるものは繰り返し何度も使
う。そのままの形で再利用する。

 Recycle（リサイクル）
 再生利用

使用できなくなったものを資源
として再利用する。

・ レジ袋を断る。
・ 不要な包装を断る。 
・ 不要なものは買わない。

・ 使い捨て商品は使わないようにする。
   （マイバッグ、マイはしを携帯する）
・ 食べ物を残さない。　
・ 壊れたものは修理して使う。

・ 牛乳びんやビールびんなど、再使用
     できる容器のもの を利用する。　
・ 小さくなった洋服は、他の人に使って
     もらう。

・ 新聞紙や雑誌などの古紙のリサイクル
　 に協力する。
・ 資源ごみの分別を行う。　       

ち
き

ゅう
にやさしい

消費者力クイズ　答え
　Ｑ１ NO  （P９参照） 契約は口頭でも成立します。不要なものはきっぱり断りましょう。
　Ｑ２ NO （P８参照） 加工食品には期限表示が義務付けられています。
　Ｑ３ YES （P５参照） 衣類に付けられたタグや下げ札に書かれている洗い方の表示です。
　Ｑ４ NO （P９参照） 契約は一方の都合で解約できません。店が承諾すればできます。
　Ｑ５ NO （P18参照） 不当請求なので、支払うことも相手に連絡することもしてはいけません。
　Ｑ６ YES （P17参照） 友達が支払わなければ保証人が支払わなければなりません。
　Ｑ７ YES （P21参照） 自分が居住する市町の担当窓口に確認して下さい。
　Ｑ８ YES （P10参照） 訪問販売であり、契約書をもらった日を含め８日間クーリング・オフできます。
　Ｑ９ NO （P16参照） クレジットカード利用の支払い義務はカードの名義人です。  
　Ｑ10 NO （P14参照） ネットショッピング（通信販売）は「返品特約」により返品できる場合があります。

最後に復習クイズに挑戦！ あなたの生活力はアップしたかなー

復習 消費者力クイズ

電話勧誘で化粧品を勧められ、「は
い買います」と答えた。
電話口で言っただけだから契約は成
立していない。　　　　　
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ１　

衣類の取扱い絵表示で　　は、水洗
いできないことを意味する。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ3　

店で靴を５千円で買った。別の店で
同じ靴を４千円で売っていた。
先に買った靴は解約できる。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ4　

広告メールが届いたのでクリックし
てみたら、登録完了となり、高額な
登録料が請求された。支払わなけれ
ばならない。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ5　

加工食品には「製造年月日」を表示
しなければならない。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ2　

友達がバイクを買うのに「保証人に
なって」と頼まれ引き受けた。
友達が支払いをしなければ、私に請
求がくる。　　　　　
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ6　

きのう、新聞販売店員が家に来て、1
年間の購読契約をした。後で不要だと
思ったが、クーリング・オフできる。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ8　

友達に「支払いは自分がするから迷
惑はかけない」と頼まれ、クレジット
カードを貸した。私は商品を受け取っ
ていないので支払う義務はない。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ9

ネットショッピングで洋服を買った
が似合わなかった。返品したいが、
クーリング・オフ制度は無いので
返品できない。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ10

ごみの出し方（分別）は居住する市
町によって異なっている。
　□ＹＥＳ　□ＮＯ

Ｑ7　

（知識）
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